
ここが変わった！ 飲酒運転撲滅条例

県庁食堂がリニューアル！ おいしく食べて、ふくおかを体感！！

絶対しない、させない、許さない、
そして「見逃さない」

違反通知

検挙基準値（※）未満の違反者にも、
飲酒行動に関する指導を実施
飲酒運転で検挙された人が、
５年以内に検挙基準値未満の
違反を行った場合も、アルコール
依存症に関する受診を命令

地産地消メニューを
注文した人には、県内
6次化商品を毎日
200人にプレゼント！
（３月末まで実施予定）

　３月１日、県庁地下１階の食堂を全面改装し、「けんちょう Food Marche」としてリニューアルオープン！
県産木材を使用した明るく開放的な空間に生まれ変わった他、メニューも一新し、福岡女子大学 食・健康学科
の学生と共同開発したヘルシーメニューや旬の食材を使った地産地消メニューなどを提供します。どなたで
もご利用できますので、ぜひお越しください！

ヘルシーメニューや
　地産地消メニューも！
　定食や丼物、麺類などの通常
メニューに加え、野菜摂取や減塩
などに配慮した「ふくおかヘル
シーメニュー」の他、福岡県のお
いしい食材を使った地産地消メ
ニューも提供します。

福岡県　飲酒運転撲滅条例 検索詳しくは

　飲酒運転撲滅運動のさらなる強化と、県民の意識改革を推進するため、令和２年６月１９日に「福岡県飲
酒運転撲滅運動の推進に関する条例（平成２４年公布）」が議員提案により一部改正されました。
　改正のポイントを正しく理解し、飲酒運転を撲滅しましょう！

毎月第３週には、ジビエや
ブランド農林水産物を使った
スペシャルメニューも提供！

県産木材に触れて、
　伝統工芸品の良さも実感
　福岡県で育った木材「センダン」
を使ったテーブル・イスを設置。県産
木材の温かみに触れてみませんか。
　県庁１１階「よかもん広場」と連動
した福岡県の伝統工芸品の企画展
示も開催します。

飲酒運転を見掛けた場合
の１１０番通報を義務化

飲酒運転を見逃さないための取り組み強化 違反者に対するアルコール依存症
受診・治療への誘導の強化

スローガンに
「見逃さない」を追加

特定事業者など（※）の
通報訓練の努力義務化 プライベート時の

飲酒運転も勤務先などへ
違反事実を通知

事業者の責務を強化・具体化 ※呼気中のアルコール濃度が0.15ｍｇ/L

フード マルシェ

（令和３年４月１日施行）

（令和２年８月２５日施行）

（令和２年６月１９日施行）

※商品はイメージです。変更する場合があります

はかた地どりの黄金焼き

※感染防止対策を徹底して営業します

県庁本庁舎地下１階西側
１１時～１４時（ラストオーダー：
１３時３０分）（土日祝日、年末年始を除く）
※初日は１１時３０分にオープン

営業時間
場　　所

※改装イメージ※改装イメージ

３月１日オープン！３月１日オープン！

※特定事業者（飲食店、酒類販売者、
　駐車場管理者）、タクシー事業者、
　運転代行事業者

主な改正ポイント！

飲酒運転は重大な犯罪です。 
「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、

そして見逃さない」

問い合わせ：総務事務厚生課　☎０９２-６４３-３０４６　ファクス０９２-６４１-２５０６

問い合わせ：生活安全課　 ☎０９２-６４３-３１６７　ファクス０９２-６４３-３１６９
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